
   特別支援教育就学奨励費（特別支援学級分）支給要綱 

 

 （目的） 

第１条 特別支援教育就学奨励費（以下「奨励費」という。）は、特別支援学級におい

て教育を受ける児童又は生徒（以下「児童等」という。）の保護者（当該児童等に

対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。）

の経済的負担を軽減するため、当該児童等の就学に関し必要な援助を行うことによ

り、特別支援教育の振興に資することを目的とする。 

 （対象者） 

第２条 奨励費は、次の各号のいずれにも該当する者に支給する。ただし、津島市就

学援助実施要綱（平成20年４月１日施行）の規定による就学援助費の支給を受ける

者は、この限りでない。 

 (1) 市の区域内に住所を有し、津島市立小学校又は津島市立中学校の特別支援学級

において教育を受ける児童等の保護者であること。 

 (2) 保護者の属する世帯の収入の額（特別支援学校への就学奨励に関する法律施行

令（昭和29年政令第157号）第２条第１号の規定により文部科学大臣が定めるとこ

ろにより算定した収入の額をいう。以下「収入額」という。）が、生活保護法（昭

和25年法律第144号）第８条第１項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例に

より測定した当該世帯の需要の額（以下「需要額」という。）の2.5倍未満である

こと。 

 （支給に係る認定等） 

第３条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、毎年度教育委員会が定める日まで

に、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書（様式第１。以下「収入額・

需要額調書」という。）を教育委員会に提出し、前条各号のいずれにも該当するこ

とについて、認定を受けなければならない。 

２ 収入額・需要額調書は、児童等の在学する小学校又は中学校の校長を経由しなけ

ればならない。 

３ 教育委員会は、収入額・需要額調書の提出があったときは、当該提出を認定に係

る申請とみなしてその内容を審査し、認定の可否を当該保護者に通知しなければな

らない。 

 （支給費目及び支給額） 

第４条 市長は、前条の規定により認定を受けた者（以下「支給対象者」という。）に

対し、次に掲げる費目について奨励費を支給することとし、その支給額は、毎年度

市の予算の範囲内で市長が定める。 

 (1) 学用品費等 



  ア 学用品費 

    各教科及び特別活動の学習に通常必要とする学用品（実験及び実習の材料を

含む。）の購入費 

  イ 通学用品費 

    通学用靴、帽子その他児童等が通常必要とする通学用品の購入費 

 (2) 修学旅行費 

   修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に要する経費

として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添

乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費及び旅行取扱料金 

 (3) 新入学児童等学用品費 

   通学用かばんその他小学校又は中学校に入学する児童等が通常必要とする学用

品及び通学用品（第１号に掲げるものを除く。）の購入費 

 (4) 学校給食費 

   児童等が受ける学校給食について保護者が負担すべき費用 

 （奨励費の支給時期） 

第５条 奨励費は、毎年度２回に分けて、次のとおり支給する。 

 (1) ９月に、前期分として、次の費目に係る奨励費を支給する。 

  ア 新入学児童等学用品費 

  イ 学用品費等 

  ウ 修学旅行費 

  エ 学校給食費 

 (2) ３月に、後期分として、次の費目に係る奨励費を支給する。 

  ア 学用品費等 

  イ 学校給食費 

 （奨励費の支給方法） 

第６条 奨励費は、直接保護者に対して支給する。ただし、特別の事情がある場合に

は、支給対象者は、委任状（様式第２）により、奨励費の受領を校長に委任するこ

とができる。 

２ 前項ただし書の場合には、校長は、特別支援教育就学奨励費個人別支給台帳（様

式第３）を整備し、支給を受けたつど、必要な書類と併せて教育委員会に提出し、

その確認を受けなければならない。 

 （年度の中途における認定及び取消し） 

第７条 転入学、特別支援学級への変更等により年度の中途において第２条の規定に

該当することとなった者は、第３条第１項の教育委員会が定める日後においても、

収入額・需要額調書を提出し、教育委員会の認定を受けることができる。 



２ 支給対象者が第２条の規定に該当しないこととなったときは、当該該当しないこ

ととなった日をもって認定を取り消すものとする。 

３ 前２項の規定により年度の中途に認定を受け、又は認定を取り消された者に係る

奨励費の額については、別に定める。 

 （雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、奨励費の支給に関し必要な事項は、教育委員

会が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成19年６月27日から施行し、改正後の特別支援教育就学奨励費（特

別支援学級分）支給要綱の規定は同年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 


